
番号通知カードをご確認ください

制度に関すること　　0120・0178・26
カードに関すること　　0120・0178・27

お問い合わせ　

国のマイナンバーコールセンター

　　0120・95・0178
平日／午前9時30分～午後10時
土・日祝／午前9時30分～午後5時30分

マイナンバー総合フリーダイヤル 外国語対応 ☎88・2881
平日／午前8時30分～午後5時15分
※3月31日（木）まで開設します（予定）。
※12月29日（火）～1月3日（日）は休み

瀬戸市マイナンバーコールセンター※12月29日（火）～1月3日（日）は休み

Y社会福祉課　☎88・2612
Y高齢者福祉課　☎88・2626福祉総合相談窓口をオープンします

　「福祉総合相談窓口」を市役所2階に開設します。障害
のある方や高齢の方、経済的に悩んでいる方が、自立し
安心して暮らすことができるよう、各分野の専門の相談
員がサポートします。
　深刻な状況になる前に、まずはご相談ください。相談
員と一緒に解決策を考えましょう！

開設日  1｜4○月  ～　
時間／午前8時30分～午後5時15分
場所／市役所２階（生活安全課前）

障がい者相談支援センター
　　障害のある方やそのご家族が地域で生活していく中で生じる心配ごとや福祉サービスの利用について、ご
相談に応じます。障害のある方が地域で安心して、自分らしい生活ができるようサポートします。

障 障がい者相談支援センター

基 基幹型地域包括支援センター

仕 仕事・生活自立相談窓口

☎84・0606

基幹型地域包括支援センター
　　高齢者の方やそのご家族の福祉・介護に関するご相談に応じます。高齢になっても、自分たちの住み慣れたまちで
安心して暮らしていくことができるよう、行政やお住まいの地域包括支援センターなどと連絡を取りあい、必要な
サービスの提供をサポートします。

仕 事・生 活 自 立 相 談 窓 口
　　仕事がみつからない、借金があるなどの理由で「生活が苦しい」「家賃が払えない」など、経済的に悩んでいる方
のご相談に応じます。さまざまな制度の活用や相談機関への橋わたしをすることで、「経済的に何とかしたい」状
況の解決を相談員がサポートします。
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「福祉総合相談窓口」には、次の3つの相談機関を移転し配置しました。
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個人番号カードの交付申請について
　個人番号カードは、申請された方から順に作成します。交付の準備が整いましたら、市から本人宛に「交付決定通知書」
をお送りしますので、届くまでお待ちください。

番号通知カードをまだ受け取っていない方
　番号通知カードは、11月から12月にかけて世帯ごとにお送りしています。番号通知カードは、事業所へ個人番号
を知らせたり、住所などの変更や個人番号カードの申請・交付の際に必要です。まだ番号通知カードを受け取って
いない方は、瀬戸市マイナンバーコールセンターへお問い合わせください。

◆番号通知カードの記載内容に変更のあった方
　番号通知カードは、10月5日時点の住民票に基づいて作成されています。受け取った番号通知カードに記載されている住
所・氏名が、現在お住まいの住所と異なる場合や氏名が変わった場合など、番号通知カードの記載内容に変更がある場合は、
正しく記載しますので、現在お住まいの市区町村に番号通知カードと本人確認書類をお持ちください。
　なお、住民票が現在お住まいの住所に変更されていない場合は、先に住民票の住所を正しく届け出てから行ってください。

◆住んでいない方の番号通知カードが届いた場合
　転出するなどして、お住まいでない方の番号通知カードが届いた場合は、その方の状況をご連絡いただくとともに、市
にご返却ください。

◆本人が来庁できない方
　仕事が忙しいなどの理由では代理人が受け取ることはできませんが、本人が入院などの事情で市役所に来られない場合
は、代理人が受け取ることができます。その場合、本人の委任状（お送りする交付決定通知書裏面）と来庁できないことが確認
できる書類が必要です。番号通知カードに同封の説明書をご覧いただき、次の点にご留意ください。

◆個人番号カード申請後に転入・転出された方
　個人番号カードを申請後に転入・転出されると、申請は無効になり、カードを受け取ることができなくなります。この場
合、再度、現在お住まいの住所での申請が必要です。

・身体障害者手帳を持っていることのみでは来庁できない理由とならない場合があります。
・本人に顔写真付きの本人確認書類がない場合はご相談ください。
・本人の意思確認ができない場合はご相談ください。
・本人が字を書けない場合は、申請されていても交付できないことがありますので、ご相談ください。
※問い合わせ、ご相談は瀬戸市マイナンバーコールセンターへお電話ください。

個人番号カードの受け取り
　個人番号カードは、本人に直接お渡ししますので、カードの受け取りは必ず本人が市役所にお越しください。
　15歳未満・成年被後見人の方は、法定代理人（親権者または後見人）と一緒にお越しください。
　受け取りには本人確認書類が必要です。くわしくは番号通知カードに同封の説明書をご覧ください。
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